
（再申請を検討するにあたっての注意事項） 

 不採択に関しては、①「エネルギーコストの削減効果が低い」など審査員からの評価が低

かった、書類不備・要件を確認できないなど②「申請要件を満たしていなかった」ことが要

因となります。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

 申請要件を満たしていることが確認できれば、①審査員からの評価が低かったこととな

りますので、再度申請される際は、設備の見直しなどご検討ください。 

-------------------------------------------------------------------------------------------- 

過去の募集では、書類不備・要件を確認できないなど②「申請要件を満たしていなかった」

案件が散見されたことから、下記についてご確認ください。 

 

申請する書類は、当該案件が適切にエネルギーコストの削減につながっていると「申請者

が証明する」ものです。そのため、事実と異なる場合や第 3者が確認して不明確な場合は、

不採択となります。 

また、申請件数が相当数あり、細かなミスでも修正対応ができませんので、該当する案件

は不採択となります。これらを踏まえて、申請書類等をすべてご確認のうえ申請ください。 

 

下記は、多くあった誤り等を例示していますが、確認すれば防げる単純なものばかりです。 

提出前に、「2人以上でチェックする」と該当する事態を回避できる傾向があります。 

 

※特に多くあった誤り等は、赤字で示しています。 

印刷 □ 両面印刷で提出 

申請者 □ 法人の場合、住所が、本社でない 

業種 
□ 製造業 

※製造小売業に該当する場合は、業種を「製造小売業」と記載ください。 

間接補助事業計

画承認申請書 
□ 日付の記載がない 

事業概要、間接

補助対象経費及

び間接補助金額 

□ 「間接補助対象経費」と「年間削減額の明細の間接補助対象経費合計」の

金額相違 

※様式（Excel）で、数式が入力してあるセルに直接値を入力している場合。 

直近の決算等に

おけるエネルギ

ーコストの状況

の明細書 

□ 決算書からの転記の間違い 

・売上原価、販売費および一般管理費 

・転記すべき決算書が違う（年度全て、一部混同など） 

・④E:光熱費・燃料費（売上原価、上記以外） 

 

※ミス防止の為、「売上原価の合計」「販売費および一般管理費の合計」「光熱

費・燃料費が含まれている科目」を決算書の当該部分をマーカーなどで示し

たうえで、ご提出ください。 
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更新・導入する

設備・機器およ

び光熱費・燃料

費年間削減額の

明細 

□ 発注先（県内・その他）の選択間違い 

□ 見積書と購入金額が不一致 

□ 見積書と納期が不一致 

導入効果と経営

への影響 
□ 記載間違い（内容やエネルギーコスト削減額など） 

暴力団排除に関

する誓約事項 
□ 名称の記載がない 

エビデンス 

 

※証明者が作成する書類ですが、漏れ・転記ミス等が相当数ありました 

※内容や検算をし、確認ください。 

 

□ 仕様書からの転記ミス（型番・数値の転記が突合できないなど） 

□ 仕様書等の添付漏れ、添付されたものが違う設備 

□ 仕様書の数値が読み取れない（画像が小さい、粗すぎるなど） 

 

□ 計算根拠不明（使用日数の明示がないなど） 

□ 独自計算書と型番等が一致しない 

□ 消費電力（燃費性能）が、独自計算書と仕様書等で不一致 

 

□ 計算間違い 

□ 単位が入力されていない 

□ 指定様式に削減額を入力していない 

 

□ 照明で、明細と図面の台数が違う 

□ 照明で、既存設備と更新設備で台数が違うが、それぞれが図面で確認で

きない 

□ 照明で、〇〇室などの単位で、既存の照明より消費電力が非効率となっ

ている 

対象経費 

□ 単価１０万円未満（照明除く） 

※工事代・共通経費も単価に含めますが、それが単価に配賦されていない場

合は金額按分により判定される 

 

□ 事前発注 

※見積の納期「受注後〇日」→削減額明細の納期「〇月〇日」の記載により、

すでに発注されていると判定された 
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見積書 

□ 納期の記載無し 

□ 型番間違い 

□ エビデンスと型番不一致 

決算書 

（個人） 

□ 青色申告→決算書（１～４Ｐ、別添：減価償却明細）の添付漏れ 

□ 白色申告→収支内訳書（１～２Ｐ、別添：減価償却明細）の添付漏れ 

□ 決算書が税務署へ提出前の送信確認用（e-tax）が添付されていた 

県納税証明書 

□ 市町村が発行した納税証明書 

□ 全項目の未納を証明するものでない 

 

□ 申請者が「法人」で、納税証明書と申請者の住所地が違い、申請者の納税

証明書か確認ができない。 

□ 申請者が「個人」で、納税証明書と申請者の住所地が違い、決算書の住所

（居住、事業所）とも突合できないことから、申請者の納税証明書か確認

ができない 

コロナ融資の 

残高証明 
□ 償還表で、債務者（事業者名）の記載がなく残高確認ができない 

その他 
□ 計算式が入っている箇所に、直接入力されている数値が間違っていた 

□ 提出した書類（紙）とデータの内容が違う 


